
川口市工事検査規則の一部を改正する規則

川口市工事検査規則（昭和４１年５月１日規則第１８号）の一部を次のように改正する。

改正後（令和８年４月１日から） 改正前（令和８年３月３１日まで）
（検査結果の報告及び通知等）
第１２条　総務部長は、出来高検査又は中間検査を完了したときは、その結果を
様式第４号の報告書により市長に報告するとともに、様式第５号の通知書を工事
主管部長に送付しなければならない。
２　総務部長は、指定部分等検査を完了したときは、その結果を様式第６号の報
告書により市長に報告するとともに、様式第７号の通知書を工事主管部長及び理
財部長に送付しなければならない。
３　総務部長は、完成検査を完了したときは、その結果を様式第８号の報告書に
より市長に報告するとともに、様式第９号の通知書を工事主管部長及び理財部長
に送付しなければならない。
４　市長は、第２項の規定により報告を受けたときは、様式第１０号の通知書に
より当該指定部分等検査の結果を受注者に通知するものとする。
５　市長は、第３項の規定による報告を受けたときは、様式第１１号の通知書に
より当該完成検査の結果を受注者に通知するものとする。
６　前項の規定による通知を受けた者は、当該完成検査の結果について疑義があ
るときは、書面により、通知を受けた日から起算して１４日以内に、市長に対し
て説明を求めることができる。

（検査結果の報告及び通知等）
第１２条　総務部長は、出来高検査又は中間検査を完了したときは、その結果を
様式第４号の報告書により市長に報告するとともに、様式第５号の通知書を工事
主管部長に送付しなければならない。
２　総務部長は、指定部分等検査を完了したときは、その結果を様式第６号の報
告書により市長に報告するとともに、様式第７号の通知書を工事主管部長及び理
財部長に送付しなければならない。
３　総務部長は、完成検査を完了したときは、その結果を様式第８号の報告書に
より市長に報告するとともに、様式第９号の通知書を工事主管部長及び理財部長
に送付しなければならない。
４　市長は、第２項の規定により報告を受けたときは様式第１０号の検査済書に
より当該指定部分等検査の結果を受注者に通知するものとする。
５　市長は、第３項の規定による報告を受けたときは、様式第１１号の検査済書
により当該完成検査の結果を受注者に通知するものとする。
６　前項の規定による通知を受けた者は、当該完成検査の結果について疑義があ
るときは、書面により、当該完成検査が完了した日から１４日以内に、市長に対
して説明を求めることができる。

附　則（令和８年３月３１日規則第２４号）
この規則は、令和８年４月１日から施行する。
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